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こ
ん
な
時
は
国
民
年
金
の
手

続
き
を

国
民
年
金
の
種
別
と
手
続
き
に

つ
い
て

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
全
て
の
方
は
、
国
民
年
金

に
加
入
し
ま
す
。
年
金
の
種
別

は
次
の
３
種
類
で
、
種
別
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
や
変
更
な
ど

の
手
続
き
が
異
な
り
ま
す
。

第
一
号
被
保
険
者

自
営
業
者
・
学
生
等

年
金
の
手
続
き
は
、
全
て
ご
自

身
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
二
号
被
保
険
者

厚
生
年
金
等
に
加
入
し
て
い
る

お
勤
め
の
方
等

年
金
の
手
続
き
は
、
勤
め
先
の

事
業
主
が
行
い
ま
す
が
、
60
歳

未
満
で
退
職
し
た
場
合
は
、
第

一
号
被
保
険
者
に
な
る
た
め
の

手
続
き
を
ご
自
身
で
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

第
三
号
被
保
険
者

第
二
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者

年
金
の
手
続
き
は
、
配
偶
者
の

勤
め
先
の
事
業
主
が
行
い
ま
す

が
、次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、

60
歳
未
満
で
被
扶
養
配
偶
者
で

な
く
な
っ
た
場
合
は
、
第
一
号

被
保
険
者
に
な
る
た
め
の
手
続

き
を
ご
自
身
で
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

①
配
偶
者
の
退
職
／
②
本
人
の

パ
ー
ト
等
収
入
の
増
加
／
③
配

偶
者
の
死
亡
／
④
離
婚
、
な
ど

第
一
号
被
保
険
者
に
な
る
手
続

き
に
必
要
な
も
の

資
格
喪
失
証
明
書
等
／
年
金
手

帳
／
印
鑑
／
手
続
き
さ
れ
る
方

の
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
ま
た
は

通
知
カ
ー
ド
／
来
庁
さ
れ
る
方

の
運
転
免
許
証
、
ま
た
は
個
人

番
号
カ
ー
ド
等
ご
本
人
確
認
が

で
き
る
書
類
／
委
任
状
（
代
理

人
が
手
続
き
す
る
場
合
。
様
式

は
問
い
ま
せ
ん
）

場
所　
保
険
医
療
課
（
市
役
所

本
庁
舎
２
階
）、
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課

問
保
険
医
療
課
☎

（21）
２
１
３
４

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
期

限
は
７
月
１
日
（
月
）
で
す
。
ま

だ
提
出
し
て
い
な
い
方
は
早
急

に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
未
提
出
の

場
合
、
手
当
の
支
給
が
止
ま
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

提
出
場
所　
問
合
先
（
市
役
所

本
庁
舎
２
階
）
ま
た
は
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
窓
口

問  

子
育
て
支
援
課　

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
２
２

児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者

の
皆
様
へ

　

毎
年
８
月
に
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。提
出
が
な
い
場
合
、

８
月
分
か
ら
手
当
の
受
給
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
２
年
間
現
況

届
が
未
提
出
の
方
は
、
時
効
に
よ

り
受
給
資
格
が
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
全
部
支
給
停
止
の
方
も
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
受
給
資
格
者
に
は
個

別
に
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。

提
出
場
所　

栃
木
地
域
に
お

住
ま
い
の
方:

子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）

大
平
、
藤
岡
、
都
賀
、
西
方
、

岩
舟
地
域
の
お
住
ま
い
の
方:

お
住
ま
い
の
地
域
の
総
合
支
所

市
民
生
活
課

※
他
の
地
域
に
は
書
類
の
用
意

が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
お

住
ま
い
の
地
域
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

対
象　
児
童
扶
養
手
当
受
給
資

格
者

日
時　
８
月
６
日
（
火
）
〜
９

日
（
金
）

問
子
育
て
支
援
課
☎

（21）
２
２
２
１

大
平
市
民
生
活
課
☎
（43）
９
２
０
２

藤
岡
市
民
生
活
課
☎
（62）
０
９
０
４

都
賀
市
民
生
活
課
☎
（29）
１
１
０
３

西
方
市
民
生
活
課
☎
（92）
０
３
０
９

岩
舟
市
民
生
活
課
☎
（55）
７
７
５
９

一
灯
点
滅
式
信
号
機
の
撤
去

に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

現
在
設
置
さ
れ
て
い
る
一
灯

点
滅
式
信
号
機
は
、
国
の
指
針

に
よ
り
順
次
撤
去
さ
れ
、
一
時

停
止
の
高
輝
度
標
識
や
路
面
標

示
の
規
制
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

交
通
事
故
防
止
の
た
め
、
交
差

点
で
の
確
実
な
安
全
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
栃
木
警
察
署
交
通
総
務
課

　
　
　
　
　
　
☎
（25）
０
１
１
０

水
道
建
設
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

貯
水
槽
水
道
の
適
正
な
管
理
を

　

ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど

で
、
水
道
水
を
受
水
槽
や
高
架

タ
ン
ク
な
ど
の
貯
水
槽
に
一
旦

貯
め
て
使
用
し
て
い
る
場
合
、

受
水
槽
か
ら
先
の
施
設
や
水
の

管
理
は
、
貯
水
槽
設
置
者
の
責

任
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
貯
水
槽
の
適
切
な
管
理
を

行
わ
な
い
と
、
水
の
汚
染
や
水

質
の
悪
化
な
ど
が
起
こ
る
お
そ

れ
が
あ
り
ま
す
。「
水
槽
の
定

期
的
な
清
掃
」「
施
設
の
点
検
」

「
水
質
の
検
査
（
特
に
色
、
臭
い

等
水
質
に
異
常
を
感
じ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
。）」
の
実
施
な

ど
、
水
の
安
全
の
た
め
適
正
な

維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
清
掃
を
委
託
す
る
場
合

は
、
資
格
を
持
っ
た
業
者
に
依

頼
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

水
道
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

水
道
事
業
で
は
、
安
心
で
安

全
な
水
道
水
を
お
送
り
し
て
い

ま
す
。
ま
だ
、
お
使
い
で
な
い
方

は
、
ぜ
ひ
水
道
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
給
水
装
置
工
事
は
、
市
の
指

定
を
受
け
た
給
水
装
置
工
事
事

業
者
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

水
道
料
金
等
の
お
支
払
い
は
便

利
な
口
座
振
替
で

　
市
内
に
本
・
支
店
の
あ
る
金

融
機
関
お
よ
び
郵
便
局
の
窓
口

で
手
続
き
で
き
ま
す
。
通
帳
・

届
出
印
と
水
道
の
検
針
票
ま
た

は
水
道
料
金
の
領
収
書
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

問
水
道
建
設
課
☎

（25）
２
１
０
５

ま
ち
づ
く
り
フ
ァ
ン
ド
へ
の
寄

附
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

栃
木
ア
ン
カ
ー
工
業
株
式
会

社
様
よ
り
、
市
民
活
動
の
推
進

に
役
立
て
て
欲
し
い
と
25
万
円

の
寄
附
が
あ
り
ま
し
た
。
い
た

だ
い
た
寄
附
は
、
市
民
活
動
推

進
事
業
補
助
金〝

と
ち
ぎ
夢

フ
ァ
ー
レ
″
の
一
部
と
し
て

様
々
な
市
民
活
動
に
有
効
に
活

用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
３
３
２

子
ど
も
未
来
基
金
へ
の
寄
附

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
子
育
て
支
援
に
役
立
て
て
欲

し
い
と
、
左
記
の
と
お
り
寄
附

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

栃
木
セ
ン
ト
ラ
ル
ラ
イ
オ
ン
ズ

ク
ラ
ブ
様･･･
10
万
円

明
治
フ
ー
ド
様･･･

　
　
　
　
　
４
３
，
８
０
５
円

い
た
だ
い
た
寄
附
金
は
、
子
ど

も
の
貧
困
対
策
や
子
育
て
環
境

の
充
実
の
た
め
の
事
業
に
有
効

に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
８
８

栃
木
市
防
災
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
の
訂
正

　
広
報
と
ち
ぎ
５
月
号
（
平
成

31
年
４
月
25
日
発
行
）
と
併
せ

て
配
布
し
ま
し
た
「
栃
木
市
防

災
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
に
お
い

て
、
左
記
の
と
お
り
誤
り
が
あ

り
ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正

い
た
し
ま
す
。

指
定
緊
急
避
難
場
所
の
表
示

Ｐ
42　
三
鴨
地
区
公
民
館　
　
　

　
　
　
誤
）「
洪
水
」「
地
震
」　

　
　
　
正
）「
洪
水
」

Ｐ
43　
藤
岡
公
民
館

　
　
　
誤
）「
洪
水
」「
地
震
」

　
　
　
正
）「
洪
水
」

　
　
　
赤
麻
地
区
公
民
館

　
　
　
誤
）「
洪
水
」「
地
震
」

　
　
　
正
）「
洪
水
」

ま
た
、
Ｐ
35
大
平
東
地
区
公
民
館

の
西
側
の
浸
水
想
定
区
域
の
表
記

及
び
Ｐ
48
浸
水
実
績
マ
ッ
プ
の
道

路
表
記
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
こ

と
を
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

問
危
機
管
理
課
☎

（21）
２
５
５
１

募

集

入
居
者
募
集
情
報

市
営
住
宅　

本
町
市
営
住
宅　

３
Ｄ
Ｋ

１
戸
（
４
階
）
※
単
身
者
可

大
宮
市
営
住
宅　

３
Ｄ
Ｋ

３
戸
（
１
階
１
戸
、２
階
２
戸
）

※
１
階
は
「
60
歳
以
上
の
方
、

ま
た
は
60
歳
以
上
の
方
と
同
居

す
る
方
」、「
障
が
い
者
手
帳
を

お
持
ち
の
方
、
ま
た
は
障
が
い

者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
と
同
居

す
る
方
」
の
み
申
込
可

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
（
ス
カ
イ

ハ
イ
ツ
）（
申
込
み
は
所
得
月

額
48
万
７
千
円
ま
で
の
方
）

ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
平
柳　
３
Ｌ
Ｄ

Ｋ
（
78
．
45
平
方
㍍
）　

１
戸　

家
賃
６
万
９
千
円
／
月

３
Ｄ
Ｋ　
（
70
．
23
平
方
㍍
）　

１
戸　
家
賃
６
万
５
千
円
／
月

ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
川
原
田　
３
Ｄ

Ｋ　
（
73
．
77
平
方
㍍
）　
２
戸　

家
賃
６
万
６
千
円
／
月

共
通
事
項

申
込
期
間

８
月
５
日
（
月
）

〜
９
日
（
金
）
８
時
30
分
〜
17
時

入
居
日

９
月
１
日
（
日
）

※
駐
車
場
を
利
用
す
る
場
合
、

家
賃
の
他
に
駐
車
場
料
金
（
月

２
，
７
０
０
円
／
台
）
が
か
か

り
ま
す
。

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
で

入
居
者
を
決
定
し
ま
す
。

※
都
合
に
よ
り
、
募
集
住
戸
が

変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
入
居
資
格
・
条
件
等
、
詳
細

は
申
込
先
へ
。

問
宅
建
と
ち
ぎ
公
営
住
宅
管

理
セ
ン
タ
ー　
☎

（21）
８
６
７
７

栃
木
市
中
小
企
業
・
小
規
模

企
業
振
興
審
議
会
委
員
（
公

募
委
員
）
募
集

　
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
の

振
興
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を

審
議
す
る
た
め
の
委
員
を
募
集

し
ま
す
。

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
で
、

中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
の
振

興
に
関
心
が
あ
る
方
（
応
募

時
に
、
市
の
審
議
会
等
の
委
員

を
２
つ
以
上
兼
務
し
て
い
る
方

を
除
く
）

任
期　
９
月
１
日
〜
令
和
３
年

８
月
31
日
（
年
２
回
程
度
開
催

予
定
）

定
員　
２
人
（
選
考
に
よ
り
決

定
）

報
酬　

会
議
１
回
に
つ
き
４
，

０
０
０
円

申
込　
応
募
用
紙
（
問
合
先
窓

口
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
設
置
）

に
記
入
し
問
合
先
へ
直
接
、
郵

送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
に
て
。

８
月
９
日
（
金
）
必
着
。

問
商
工
振
興
課
☎

（21）
２
３
７
２

令
和
２
年
３
・
４
月
入
隊　

各
種
自
衛
官
採
用
試
験

航
空
学
生

対
象　
（
海
）
18
歳
以
上
23
歳

未
満
の
者
【
高
卒
者
（
見
込

含
）
ま
た
は
高
専
３
年
次
修
了

者
（
見
込
含
）】

（
空
）
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の

者
【
高
卒
者
（
見
込
含
）
又
は

高
専
３
年
次
修
了
者
（
見
込

含
）】

日
時　

試
験
日
１
次
試
験:

９
月
16
日
（
月
）

一
般
曹
候
補
生

対
象

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の

男
女

日
時　

試
験
日
１
次
試
験:

９
月
20
日
（
金
）
〜
22
日
（
日
）

の
い
ず
れ
か
１
日

自
衛
官
候
補
生

対
象

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の

男
女

試
験
日　
受
付
時
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

共
通
事
項

受
付
期
間　

７
月
１
日
（
月
）

〜
９
月
６
日
（
金
）

※
そ
れ
ぞ
れ
の
応
募
年
齢
は
、

平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
で
す
。

問
自
衛
隊
小
山
地
域
事
務
所　
　

　
　
☎
０
２
８
５

（25）
４
７
６
３

　　問 総合政策課☎（２１)２３０６


